
　「芦別市まちづくり基本条例」が平成２０年１０月１日からスタートしま

す。

　この条例は、芦別市のまちづくりの基本理念、まちづくりの指針等を明ら

かにし、「市民」、「議会」と「市」のそれぞれの役割と責任や、まちづく

りの基本事項を条例で明らかにし、そして、「情報共有」と「市民参加と協

働」の２つを芦別市のまちづくりの基本ルールとすることによって、まちづ

くりを進めます。

　わたしたち一人ひとりがまちづくりの主役となって、安全で安心して暮ら

すことができる、誰もが住み続けたいと思えるまち芦別を、みんなの手で築

いていきましょう。
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Ｑ１　まちづくり基本条例って何ですか？

Ｑ２　なぜ、まちづくり基本条例が必要なの？

Ｑ３　まちづくり基本条例ができて、わたしたちの生活はどう変わるの？

　まちづくり基本条例は、わたしたちが主役のまちづくりを進めるとき

にもっとも基本となるルールを定めるものです。この「ルール」の中に

は、まちづくりの主役である市民、議会と市が、まちづくりに関する情

報を共有し合える仕組、市民がまちづくりに参加したりすることなどが

できる仕組を定めています。

　市には、いくつもの条例がありますが、この「まちづくり基本条例」

は、その中でも最上位の条例と位置づけられています。また、この条例

は、わたしたちみんなで育てていく条例でもあります。

　平成１２年４月に「地方分権一括法」が施行され、国と地方のあり方

が従来の「中央集権型」から「地方分権型社会（国と地方が対等、協力

の関係）」に変わり、地域の課題に自主的に対応することが求められて

います。

　地域の実情に応じて多様化、高度化する住民ニーズに応えるため、市

民、議会と市が協働によるまちづくりを進めなければならないことか

ら、そのルールを定めた「まちづくり基本条例」が必要になりました。

　まちづくり基本条例ができたことにより、目に見えて変わることは

少ないのですが、市民がまちづくりにどのような方法で参加すること

ができるのかを明確にすることで、より市民に信頼されるまちづくり

ができます。
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A.　「情報共有」は、まちづくりに必要な情報を市民、議会と市で共有す

るためのものです。具体的制度として、市民の知る権利を保障するため

の情報を公開する制度や市の広報紙や市の公式ホームページなどにより

必要な情報を提供する制度があります。また、「情報共有」の推進を保

障する制度として説明責任があります。

　「市民参加と協働」は、市民、議会と市が一体となって「参加と協

働」によりまちづくりを推進することで、市民の意見がまちづくりの計

画、実施と評価の過程において、適切に反映されるよう取り組んでいく

ことです。なお、具体的な制度として、「青少年や子どものまちづくり

への参加」、「コミュニティの充実」、「審議会、委員会などの委員の

公募」、「意見の公募」や「住民投票」があります。

　　　いいの？

Ｑ５　「情報共有」と「市民参加と協働」の具体的な内容は？

　わたしたちは、まずこの条例の内容を理解し、自分のできるところか

ら、まちづくりに参加することができます。また、この条例は、「守り

育てる条例」で、芦別市のまちづくりにあったかたちに合わせて、内容

を見直すことにしています。

　したがって、わたしたちは、この条例がいつまでも芦別市にふさわし

い条例でありつづけるように、みんなで育てていく必要があります。

Ｑ４　まちづくり基本条例ができたあと、わたしたちは何をすれば

ま ち づ く り 基 本 条 例 Q ＆ A
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まちづくり基本条例における２つの柱（イメージ図）

芦別市まちづくり基本条例

・第９条（市民参加と協働の推進）

（第７条第２項）

 （第７条第４項）

参加する権利

（第４条第２項）

知る権利

（第４条第１項）

〔まちづくりに対する市民の役割〕

芦別市情報公開条例

・第７条（情報共有の推進）
・第８条（個人情報の保護）

情 報 共 有 市民参加と協働

 （第７条第３項）

情報公開

情報の提供

説明責任

（第１１条）コミュニティの充実

（第１２条）委員の公募

（第１３条）意見の公募

（第１４条）住民投票

（第１０条）青少年と子どものまちづくりへの参加

芦別市住民投票条例

芦別市個人情報保護条例



第２章　まちづくりにおける役割と責任（第４条～第６条）

　市民の代表機関であり、本市の意思決定機関である
ことを規定しています。また、行政運営をチェックす
る役割を果たすことについても規定しています。

【 議 会 】

前　　　文

第１章　総　則（第１条～第３条）

　芦別市の歴史的背景や社会経済情勢を述べるとともに、わたしたち
（市民、議会と市）がまちづくりの主役となって、安全で安心して暮
らすことができ、誰もが住み続けたいと思えるまち芦別を、みんなの
手で築いていくことを規定しています。

　芦別市の代表者である市長の責務とまちづくりに対
する市職員の役割と責任を規定しています。

【この条例の
　　位置づけ】

【用語の意味】 　この条例を正しく解釈し、運用していくうえで重要
となる用語を掲げ、その意味を定義しています。

　このまちづくり基本条例を「まちづくりの最高規
範」として明確に規定することにより、他の条例より
上位に立つものであることを宣言しています。また、
わたしたち（市民、議会と市）は、この条例の趣旨を
最大限に尊重し、まちづくりを進めることを規定して
います。

　　のルール】
　これからのまちづくりに重要なことは、市民が参加
し、市民、議会と市が協力して取り組んでいくこと
で、その前提として情報の共有が必要となります。

【まちづくり

【 市 】

【 市 民 】 　まちづくりについて、「知る」「参加する」「意見
を述べる」権利を規定しています。また、「自らの発
言と行動に責任を持つこと」や「受益者負担などの責
任」についても規定しています。

ま ち づ く り 基 本 条 例 の 概 要



　　　の保護】

　

　

　

　

　まちづくり基本条例の基本的な柱のひとつである
「市民参加と協働」の推進を保障するための総則規定
です。

【コミュニティ
　　　の充実】

　まちづくりへの「参加」と「協働」を推進するにあ
たって、その中心的な役割を担うコミュニティのあり
方を規定しています。

　子どもの

　　への参加】

　青少年と子どもは、「市民」に含まれていますが、
改めて社会の一員であることを明確にし、まちづくり
の担い手として、まちづくりにかかわることができる
という基本的な姿勢を規定しています。

　まちづくり

【情報共有

第４章　市民参加と協働（第９条～第14条）

【個人情報 　「情報の共有」を進めるにあたって、個人の権利と
利益が侵害されることのないことを保障する制度とし
て規定しています。

第３章　情報共有（第７条・第８条）

　協働の推進】

　　　の推進】
　まちづくり基本条例の基本的な柱のひとつです。推
進するための制度として「情報の公開」と「情報の提
供」を規定し、これらの制度を保障するために「説明
責任」を規定しています。

【住民投票】

【意見の公募】

【委員の公募】

　市の基本的な条例や計画を決定する場合、その案を
あらかじめ明らかにし、市民から意見を求めることを
規定しています。

　まちづくりを進めるうえで組織される委員会や審議
会などについて、委員を公募することにより市民が参
加できるよう規定しています。

【市民参加と

【青少年と

　将来にかかわる重要な課題について、住民意思を把
握するための最終手段として位置づけ、規定していま
す。なお、住民投票制度の具体的な内容については、
芦別市住民投票条例に規定しています。



　

　

　

　　

　
　

　　

　

　

　効率的で効果的なまちづくりを進めるため、評価を
実施し、その結果については公表し、その評価結果に
基づいて見直しや改善を行い、まちづくりに反映させ
るよう規定しています。

【評価】

　総合計画は、市のこれからのまちづくりを総合的・
計画的に定める計画であり、最上位の計画であるこ
と、基本条例の趣旨に沿って策定されなければならな
いことを規定しています。

【総合計画】

【行政手続】

【災害など
　　への対処】

　まちづくりの重要な内容である「市民が安全で安心
して暮らすこと」を実現するためには、自然災害など
不測の事態に対する組織的な対応ができる体制の確立
が必要であることを規定しています。

第５章　信頼されるまちづくり（第15条～第21条）

　市の組織として、あるべき姿を規定しています。ど
のような組織体制が市民にとって便利で、すばやい対
応が取れるかということを考えて、組織を編成してい
きます。

　市民から信頼されるまちづくりを進めるため、必要な制度や原則を
規定しています。

　総合計画と評価の結果を適切に反映するかたちで財
政運営することとし、健全で持続可能なまちづくりを
目指すことを規定しています。毎年度の予算と決算に
関係する情報や財産を公表します。

【財政運営】

　まちづくりにあたって、市民の権利や利益を守ると
ともに、公正の確保と透明性の向上を図り、市民から
信頼されるまちづくりを進めていくことが求められて
います。その実現のためには「行政手続の適正化」は
重要であることを規定しています。

【市の組織】

【法令の遵守】 　市の職員は、地方公務員法の中で法令の遵守につい
て明確に規定していますが、市の職員だけではなく、
市においても法令を遵守することを規定しています。



第６章　自主・自立（第22条・第23条）

第７章　条例の検討と見直し（第24条）

　どとの関係】

　市は、市民と議会との協力のもとに行財政改革を取
り組むことにより、持続可能な自立したまちづくりを
目指すことを規定しています。

【自主・自立
　　に向けた
　　　　取組】

　まちづくり基本条例は「守り育てる条例」であるこ
とから、この条例に規定する内容が社会経済情勢に
あっているかどうか、形骸化していないかどうか、芦
別市にふさわしいものでありつづけているかどうか
を、市民と一緒になって検討し、見直していく必要が
あるため、条例の見直しについて規定しています。

【この条例の
　　検討と
　　　見直し】

　国と北海道とは上下関係ではなく、対等の関係であ
るとういことを明記し、協力のうえ自主・自立したま
ちづくりを進めることを規定しています。

【国、北海道、
　他の自治体な



　明治の代、今の常磐町に第一のくわ音が立ちました。芦別誕生のうぶ声でした。
それから代々の人たちが努力を重ね、美しい郷土をつくりました。
　それをたたえ感謝するとともに、さらに立派にして次代へ渡したいものです。私
たちは、この憲章をかかげて、日常生活の心がまえといたしましよう。

芦 別 市 民 憲 章
(昭和43年9月20日制定）

明るい家庭をつくり　こどもに夢と誇りを持たせましよう

人間の尊さを知り　社会のきまりを守りましよう

郷土の自然を愛し　豊かなまちをきずきましよう

思いやりと親切で　住みよいまちにいたしましよう

教養を深め　体力を養い　文化の輝くまちをつくりましよう
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